
日 月 火 水 木 金 土

2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日

2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日

2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日

2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日

3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日

3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日

3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日

※３月４日（水）については、申告相談休業日とさせていただきますので、ご了承ください。

○申告会場：湯川村役場１階「村民ホール」

　※２月５日～１０日の期間は湯川村役場１階「会議室」で行います。

○受付時間：午前８時３０分～午前１１時、午後１時～午後４時
（申告相談時間は午前９時～午後５時１５分までとなりますのでご注意ください。）

※農業・営業・不動産収入のある方は、あらかじめ収支内訳書を作成し、

  領収書・帳簿等を持参のうえ、来庁していただきますようお願いいたします。

○申告相談についての問い合わせ先　住民課税務係【TEL 0241-27-8820】
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